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平成 26 年度大学機関別認証評価から見える新潟大学の課題†
 

関 隆宏* 

新潟大学経営戦略本部評価センター*
 

新潟大学は，大学評価・学位授与機構を認証評価機関とする大学機関別認証評価を平成 26

年度に受審し，「新潟大学は，大学設置基準をはじめ関係法令に適合し，大学評価・学位授与
機構が定める大学評価基準を満たしている．」と評価された．あわせて，「改善を要する点」が
１点，「改善することが望ましい点」が２点指摘された．一方，本学が提出した「自己評価書」
では「改善を要する点」を６点挙げているが，これらは作成過程で絞った結果であり，他にも
改善を要する点が存在する．本稿では，大学機関別認証評価の過程で明らかになった改善を要
する点について報告する． 

キーワード：大学機関別認証評価，自己評価書，改善を要する点 

1. はじめに 

 

新潟大学（以下「本学」という．）は，大学評価・学
位授与機構を認証評価機関とする大学機関別認証評価
を平成26年度に受審した．認証評価の目的の一つに「大
学の教育研究活動等の改善」があることを踏まえ，本
学では，改善を要する点をできるだけ明らかにする姿
勢で自己評価を行い，自己評価書を作成した．この過
程で大小さまざまな改善を要する点が浮かび上がって
きた．本学が提出した自己評価書では，他大学の評価
結果の内容等を勘案して，より重要と考えられる「改
善を要する点」を６点挙げるにとどめたが，このほか
にも重要な改善を要する点も少なくない． 

大学評価・学位授与機構による「平成26年度実施大
学機関別認証評価評価報告書 新潟大学」（以下，「評
価報告書」という．）において，「新潟大学は，大学設
置基準をはじめ関係法令に適合し，大学評価・学位授
与機構が定める大学評価基準を満たしている．」と評価
されたが，「改善を要する点」が１点，「改善すること
が望ましい点」が２点指摘されている．  

自己点検・評価でも，第三者評価（国立大学法人評
価や認証評価）でも，評価が終わると，得てして課題
を忘れてしまいがちで，次の評価の際にその課題につ
いて何も改善されていない状況が十分に起こり得る．
本稿では，平成26年度大学機関別認証評価を通じて明
らかになった改善を要する点，すなわち新潟大学の課
題について，評価報告書で指摘された点（３節），評価

報告書では指摘されなかったが自己評価書で指摘した
点（４節），自己評価書作成過程で課題を認識したが最
終的に自己評価書では指摘しなかった点（５節）を報
告し，それらの背景や今後の在り方等について考察す
る． 

なお，本稿は筆者の個人的見解を述べたものであり，
新潟大学，経営戦略本部評価センター，認証評価ワー
キンググループの見解を述べたものではないことを注
意しておく． 

 

2. 大学機関別認証評価の概要 

2.1. 認証評価制度 

認証評価制度は平成16年４月より施行された．学校
教育法第109条第２項及び学校教育法施行令第40条に
基づき，すべての大学は，国公私立の別を問わず，そ
の教育研究水準の向上に資するため，教育研究，組織
運営及び施設設備の総合的な状況に関して，７年以内
ごとに，文部科学大臣が認証する評価機関（認証評価
機関）の実施する評価を受けることが義務付けられて
いる．認証評価の目的として，①教育研究活動等の質
の保証，②教育研究活動等の改善，③社会への説明責
任の３点がある．  

 

2.2 大学評価・学位授与機構における大学評価基準 

本学が認証評価機関として選択した大学評価・学位
授与機構における大学評価基準は以下の通りである．
（基準の具体的内容は紙面の都合で省略する．） 
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基準１ 大学の目的 

基準２ 教育研究組織 

基準３ 教員及び教育支援者 

基準４ 学生の受入 

基準５ 教育内容及び方法 

基準６ 学習成果 

基準７ 施設・設備及び学生支援 

基準８ 教育の内部質保証システム 

基準９ 財務基盤及び管理運営 

基準10 教育情報等の公表 

これらの基準は，学校教育法，大学設置基準等関係
法令への適合性を含めて，大学評価・学位授与機構が
大学として満たすことが必要と考える内容が規定され
ている．また，基準ごとに，その内容を踏まえ教育活
動等の状況を分析するための「基本的な観点」を設け，
各大学はこの観点ごとに自己評価を行う． 

なお，本学では，平成23年度より各学部・研究科等
がこの「基本的な観点」の状況を自己点検・評価（３
段階の評定及び特記事項を記載）する「学部・研究科
等の現況チェック」を毎年度実施している． 

 

2.3大学評価・学位授与機構における評価のプロセス 

各大学は，大学評価・学位授与機構が提示する「自
己評価実施要項」に従って，自己評価を実施し，自己
評価書を作成する．自己評価は，10の基準ごとに，そ
の内容及び基本的な観点に従って，大学全体として，
また，必要に応じて学部・研究科等ごとに教育活動等
の状況を分析し，記述する．また，優れた点，改善を
要する点等を評価し，記述する． 

大学評価・学位授与機構では，大学から提出された
自己評価書の書面調査及び訪問調査を通じて評価を実
施し，評価結果を評価報告書として作成・公表する． 

 

3. 評価報告書で指摘された改善を要する点等 

3.1. 改善を要する点 

本学の自己評価書では，改善を要する点の一つに「大
学院課程において，改組や入学者選抜方法の改善等の
取組を行っているものの，一部の研究科・専攻におけ
る入学定員充足率が低い状況が続いている．」を挙げて
いる（基準４）が，評価報告書でも「大学院課程の一
部の研究科においては，入学定員充足率が低い．」が改
善を要する点として挙げられている． 

大学院の定員充足率の問題は，大学院を有する大学
の大部分で指摘されており，この状況は認証評価の第

１サイクルから変わっていない． 

一般的に言えば，大学院を魅力あるものにすること
が第一であるが，入学志願者の動態を踏まえて大学院
組織や入学定員の見直しをしない限り，この問題は解
決することはないだろう． 

 

3.2 改善が望まれる点 

評価報告書には，以下の①と②の改善が望まれる点
（原文のまま）が記載されている． 

① 「学習の到達目標を明示し，成績評価はその達成
度を評価するものという位置付けであることを明確に
した「シラバスを作成する際のガイドライン」を定め
ているが，このガイドラインに沿っていないシラバス
や内容的に不十分なシラバスが一部に見られ，シラバ
スの記載内容の充実を図る必要があり，改善が望まれ
る．」（基準５） 

自己評価書においてもこれとほぼ同様の事項を「改
善を要する点」として挙げているが，評価報告書では，
全国の大学も似たような状況にあることを勘案して，
「改善を要する点」ではなく「改善が望まれる点」と
して指摘している． 

大学評価・学位授与機構が想定する「適切なシラバ
ス」とは，中央教育審議会大学分科会「学士課程教育
の構築に向けて」（平成20年）で，シラバスに関する留
意点として挙げた以下を満たすようなシラバスである． 
・準備学習の内容を具体的に指示すること 

・シラバスの実態が，授業内容の概要を総覧する資
料（コース・カタログ）と同等のものに止まらな
いようにすること 

本学の電子版シラバスは，概して上記の２点を満た
しているとはいえない．実際，訪問調査時に評価委員
から，①シラバスに準備学習の内容が具体的に指示さ
れていない，②シラバスが履修登録時にしか使われて
おらず，平素の学習において活用されていないなどの
指摘を受けている．また，自己評価書にも記載してい
るが，シラバスの精粗が見られることも問題であると
いう指摘も受けている．さらに，評価委員から以下の
具体的な提案があった． 

・シラバスのフォーマットに準備学習の項目を設定
すること 

・シラバスの内容をチェックする体制と，きちんと
シラバスを書くようにするシステムを整備するこ
と 

今後，シラバスの実質化が求められることが予想さ
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れ，その場合，認証評価でも今回以上に厳しく問われ
ることになるだろう．その時になってあわてて取り組
むのでは手遅れであるから，少なくとも上記の提案に
早急に対応する必要がある． 

 

② 「教育学研究科では修了生に身に付けさせるべき
能力を明示した学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）
を定めており，他の研究科においても同様の学位授与
方針を定めることが望まれる．」（基準５） 

平成25年度に実施した「学部・研究科等の現況チェ
ック」（2.2節参照）において，修了要件が学位授与方
針であるという回答をする研究科が大多数だったが，
修了要件は修了生に身に付けさせるべき能力を明示し
たものではないことから，注意喚起の意味で，４月段
階の「自己評価書（案）」に，「すべての研究科におい
て，教育プログラムとしての到達目標を明文化する必
要がある．」を「改善を要する点」に記載した．ただ，
このように記載すると，学位授与方針は定められてい
ないようにも読み取れることから，提出版の自己評価
書では記載しなかった． 

しかし，訪問調査時に評価委員から，学位授与方針
が定められていないという指摘を受けるとともに，入
学者受入方針，教育課程編成・実施方針，学位授与方
針の公表は近いうちに義務化されるので，学位授与方
針の明文化を強く要請された．これを受け，平成26年
度中にすべての研究科で学位授与方針を明文化し，平
成27年４月にウェブサイト等に公表している．  

 

4. 自己評価書で指摘した改善を要する点 

 

自己評価書で本学が「改善を要する点」として挙げ
たもののうち，３節で述べていない事項，すなわち，
評価報告書で指摘されなかった事項は，以下の①～④
（原文のまま）である． 

 

① 「学部学生に対し，授業時間外の学習を進めるた
めの改善を進めているが，学生の授業以外の自習時間
が不足している．」（基準５） 

単位の実質化に関わって，自己評価書に学生の学習
時間の状況について具体的に記載するよう，大学評
価・学位授与機構から指示された． 

平成22年度に大学教育委員会学生支援専門委員会が
実施した「学生生活実態調査」（無作為に抽出された本
学在籍の学部学生及び大学院学生を対象に，家庭状況，

住居・通学，収入・支出，アルバイト，課外活動，健
康・悩み事，大学生活，授業等について４年に１回調
査され，報告書も公開されている．）によると，学部学
生の授業以外の１日平均自習時間について，「ほとんど
しない」8.0％，「30分未満」12.6％，「30分以上１時間
未満」21.0％，「１時間以上２時間未満」28.4％で，合
計70.1％（四捨五入の関係で，各選択肢の割合の和と
合計の値は一致しない．）が２時間未満であることが明
らかになった．なお，大学院課程については，一部の
研究科を除いて授業時間外の学習時間に関する調査結
果はないが，平成26年度実施の「学生生活実態調査」
では，授業以外の１日平均自習時間について大学院学
生も対象に加えて調査しており，新潟大学大学教育委
員会学生支援専門委員会（2015）によれば，「ほとんど
しない」3.4％，「30分未満」6.3％，「30分以上１時間
未満」18.8％，「１時間以上２時間未満」27.1％で，合
計55.6％が２時間未満であった． 

また，「学部・研究科等の現況チェック」（2.2節参照）
によれば，15週の授業時間の確保，ＣＡＰ制の導入な
ど，学習時間を確保するための取組はなされているも
のの，「学生の主体的な学習を促し，十分かつ必要な学
習時間を確保するような工夫がなされている」ことが
うかがえる回答をした学部・研究科は少数にとどまっ
ていた． 

そこで，自己評価書では，各学部・研究科における
学生の主体的な学習を促す工夫・取組等について説明
した文章と，授業評価アンケートにおける質問項目「時
間外に自発的にこの授業について自学自習をした．」と
「教員は課題を課すなど，学生自身が学習を進めるよ
うサポートした．」で肯定的に回答した者の割合の変化
（平成22年度と平成25年度）を根拠資料として付すこ
とにした．評価報告書では「学生の学習時間は不足し
ているものの」という留保はついたが，「改善を要する
点」には挙げられなかった．これも，全国の大学で同
様の状況が見られるので，このような措置になったも
のと考えられる． 

これに関連して，いくつかの問題がある．一つは学
生の学習時間の把握である．平成22年度の「学生生活
実態調査」では全学部から600人強のデータしかない．
中央教育審議会大学分科会「学士課程教育の構築に向
けて」（平成20年）で，自己点検・評価活動の一環とし
て学習時間等の実態把握を行い，単位制度の実質化の
観点から，教育方法（卒業要件単位数，各科目の単位
数配当，履修指導と学習支援の在り方等も含む）の点



－	30	－

新潟大学高等教育研究　第３巻，2015

［資料・報告］

－	31	－

資料･報告 

 

新潟大学高等教育研究 第３巻, 201X 

4 

検・見直しを行い，質の向上を図ることが大学に期待
される取組の一つとして示されている．これを踏まえ
ると，「学生生活実態調査」のデータに基づいて大学全
体の一般的傾向を示しただけでは，学習時間の実態把
握が不十分であると言わざるを得ない．分野や学年の
違いも勘案すれば，少なくとも学部・研究科別に学年
別の学習時間の状況を示す必要がある．そのためには，
「学生生活実態調査」とは別に，全学生の学習時間を
把握する取組が必要である．自己点検・評価を行うだ
けの目的であれば，十分なデータ数の抽出調査でよい
が，個々の学生に対する履修指導や学習支援を適切に
行うことを含めて考えれば，各学生の学習時間の把握
は重要である．その意味では，学部学生であれば「新
潟大学学士力アセスメントシステム（ＮＢＡＳ）」の利
用も検討に値するだろう．また，個別授業科目のレベ
ルからも，授業評価アンケートにおいて，「時間外に自
発的にこの授業について自学自習をした．」に対する選
択肢を「あてはまる」「ややあてはまる」などの曖昧な
ものではなく，１回の授業当たりの自学自習時間を具
体的に問う形（「まったくしない」，「30分未満」，「30

分以上１時間未満」など）にすべきである． 

もう一つは，学生の主体的な学習を促す方法の問題
である．学生の自習時間を増加させるための取組を「大
学として」どのような姿勢で行うのか明らかにする必
要がある．その上で，学部・研究科において，学生の
自習時間を増加させるための組織的な取組（例えば，
学生の主体的な学習を促すための履修指導，シラバス
を利用した準備学習の指示，レポート提出や小テスト
の実施，授業方法の工夫）を行い，その状況を対外的
にしっかり説明できる必要がある． 

 

② 「一部の研究科では，標準修業年限修了率も「標
準修業年限×1.5」年内修了率も低い状況にある．」（基
準６） 

分野によって学位授与に対する考え方が異なるため，
これらの率が低い研究科があるのは致し方ない．評価
報告書では「改善を要する点」に記載されなかったが，
これは，以前よりこれらの数値が上昇している，ある
いは他大学との比較で極端に低くはないと判断された
ためと考えられる． 

 

③ 「教育の質の改善・向上に向けて様々なアンケー
ト調査やＦＤ等を継続的に行い，一定の成果を上げて
いることを確認できるが，さらなる質の向上に向けて，

教育の状況並びにその成果や効果を継続的かつ多面的
に測定・評価するためのデータ分析・活用の充実を図
る必要がある．」（基準８） 

自己評価書では，教育の状況並びにその成果や効果
を示す最低限の根拠資料・データしか示していない．
特に，教育の成果や効果については，複数のデータを
組み合わせて分析したり，必要に応じて詳細な分析を
行ったりするなど，多面的な測定・評価を行う必要が
ある． 

現在，ＮＢＡＳを用いて，個々の学生あるいは各主
専攻プログラムの教育の状況並びにその成果を継続的
に分析する取組を推進しているほか，学生の入学から
卒業（修了）までを追跡するシステムの開発やＩＲ推
進室の設置など，組織としての教育の状況並びにその
成果や効果に関するデータ分析を継続的かつ多面的に
行う取組も始まりつつある．これらが軌道に乗れば，
定期的な報告や各種評価における活用だけでなく，教
育に係るデータに関する分析・活用能力を高めるＦ
Ｄ・ＳＤを行うなどの展開も考えられる． 

 

④ 「学校教育法施行規則第172条の２で公表すること
が定められている事項に関連して，現在公表されてい
る「研究者総覧」や「シラバス」の内容の充実を図る
必要がある．」（基準10） 

学校教育法施行規則第172条の２で公表することが
定められている事項のうち，「各教員が有する学位及び
業績」，「授業科目，授業の方法及び内容並びに年間の
授業の計画」について，「研究者総覧」に一部の教員の
学位及び業績が公表されていない，あるいは公表され
ていても最新のデータがない，「シラバス検索」に一部
の授業科目に関する情報が公表されていないなどの問
題が自己評価書作成時に見られた． 

自己評価書の作成過程でも呼びかけ，訪問調査時の
指摘も踏まえ，入力を徹底させ，平成26年度末にはこ
れらの法令違反の状態を解消できたから，評価報告書
で指摘されなかっただけのことである．担当部署なら
びに各組織がしっかり管理し，入力を徹底させること
も重要であるが，全教職員が法令遵守の意識をしっか
り持つことも大切である． 

 

5. 自己評価書で指摘しなかった改善を要する点 

 

３節と４節では，評価報告書や自己評価書で示され
た改善を要する（または改善が望まれる）点を紹介し
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たが，作成途中の「自己評価書（案）」に記載されてい
た「改善を要する点」のうち，重要なものを以下に述
べる（４月時点の「自己評価書（案）」の原文のまま）．  

 

① 「ＧＰＡ制度が個人的な履修指導の資料としての
みでしか利用されておらず，成績評価や単位認定，単
位の実質化においてＧＰＡ制度を組織的に活用する必
要がある．」（基準５） 

大学評価・学位授与機構（2011）によれば，「ＧＰＡ
制度は，客観的な成績評価を行う方法として大学に導
入されているもので，一般に授業科目ごとに５段階（例
えばＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ及びＦ）で成績評価を行い，それ
ぞれ４から０のグレード・ポイントを付し，この単位
当たりの平均を出し，その一定水準を卒業などの要件
とする制度」と説明されている．本学では，一部の学
部におけるＣＡＰ制度の履修上限単位数の緩和要件や，
副専攻の認定条件にＧＰＡが用いられているが，進級
や卒業の判定にＧＰＡは用いられていない． 

学位の質を保証する意味でも，ＧＰＡ制度本来の趣
旨を踏まえたＧＰＡの利用を検討する価値はあるだろ
う．ただし，次の②の実施が前提になる． 

 

② 「成績評価の妥当性に関する事後的なチェック体
制，模範解答の公表等が十分であるとはいえない．成
績評価の客観性，厳密性を担保するための組織的な措
置が必要である．」（基準５） 

現在，本学には大学としての成績評価に対する定性
的な基準（例えば，「秀」は「授業科目の目標を超えて
いる」，「優」は「授業科目の目標に十分に達している」
など）はあるものの，その判断基準は教員によってば
らばらであり，学部・研究科レベルであっても統一的
見解はない．実際，科目区分によって成績評価にばら
つきがあり，学士課程では，「不可」の比率が高い科目
区分や，７割近くが「秀」や「優」である科目区分も
あり，大学院課程では，専門職学位課程を除いて，９
割以上が「Ａ」評価とする実態がある．また，成績評
価の調整に加え，試験答案やレポートの返却，模範解
答の公表等が組織的に行われているのは一部にとどま
っている． 

今後，成績評価の厳格化が大学に求められると予想
されるが，それに適切に対応するためには，学生の学
習成果の評価方針（アセスメント・ポリシー）の明文
化と厳格な成績評価の徹底，試験やレポート等のフォ
ローに関する取組は必要不可欠になるだろう． 

 

③ 「卒業生アンケートや就職先へのアンケート等に
おいて，コミュニケーション能力，問題解決能力，創
造性，積極性等に課題があることが指摘でき，本学の
理念である「自律と創生」に照らした教育成果は十分
とはいえない．これらの能力を身につけるような教育
内容や教育方法の工夫が必要である．」（基準６） 

この問題は，本学に限った話ではなく，多くの大学
で見られる．現在，本学でも，能動的学習や課題解決
型学習を取り入れた授業も徐々に行われているが，よ
り多くの学生がこのような授業を履修できるようにす
ること，またそれに適切に対応できるような教員の意
識の醸成も必要になるだろう． 

 

④ 「「自己点検・評価実施要領」を策定するなど，各
組織における自己点検・評価の確実な実施に努めてい
るが，改善のための評価が行われているとは言い難い．
自己点検・評価に対する意識改革ならびに自己点検・
評価能力の向上に向けた取組が必要である．」（基準９） 
自己点検・評価の義務化（1999年），国立大学法人評

価及び認証評価の義務化（2004年）に関わって，自己
点検・評価に係る業務負担が過大なものになっている．
また，少なくとも本学においては，評価に係る書類作
成だけのために自己点検・評価を行っている面も否め
ない．さらに，自己点検・評価の過程で作成される書
類について，ポイントがずれていて評価項目に対する
回答になっていなかったり，説明不足あるいは情報過
多で必要十分な回答になっていなかったりする問題も
しばしば見受けられ，適切な自己点検・評価の実施に
課題を残している． 

学校教育法で義務付けられているから自己点検・評
価を行うという消極的な発想ではなく，大学評価の目
的の一つである「改善のための評価」を念頭に，各組
織が自己点検・評価を一連の業務にうまく組み込むこ
とが重要である．また，このなかに改善状況のモニタ
リングを含めることも大切である．一方，全学レベル
で行う自己点検・評価に関して，項目の精選，数値指
標の利用等を通じて，自己点検・評価業務の軽量化に
ついても考える必要がある． 

なお，評価センターでは，平成24年度より各組織の
評価担当者が適切に自己点検・評価を行えるように，
評価内容等に関する説明会や，自己評価書の記載方法
等に関する研修会を行っている．先述の課題は減少し
つつあるが，まだ十分な水準にあるとはいえない．そ
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の意味でも，より効果的な研修（ＦＤやＳＤ）の在り
方について考えていく必要がある． 

 

6. おわりに 

 

本稿では，新潟大学が平成26年度に受審した大学機
関別認証評価の過程で明らかになった以下の課題につ
いて報告し，その背景や今後の在り方等について考察
した． 

・大学院の入学定員充足率 

・適切なシラバスの作成 

・学生の学習時間 

・教育の状況及び成果や効果を示すデータの提示 

・成績評価の客観性，厳密性の担保 

・学生のコミュニケーション能力，問題解決能力，
創造性，積極性等を育む教育 

・自己点検・評価に対する意識改革ならびに自己点
検・評価能力の向上 

これらのなかには，解決の方向が見えているものも
あるが，まだ解決の方向がはっきり見えていない課題
も少なくない．次回受審時までに，改善に向けた取組
を行う（できればその成果が得られる）ことが重要で
ある．それが本学の教育の質的向上にもつながると考
えられるからである． 
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教育的効果の高い中長期インターンシップの実践 

－「企業課題探究型 長期・有償型インターンシップ」の取組－† 

高澤 陽二郎 

新潟大学教育・学生支援機構キャリアセンター 

本報告では、大学が積極的に関与し、学生の能動的な学修を促す教育プログラムとしての「企
業課題探究型 長期・有償型インターンシップ」の事例を紹介し、その教育的意義や受入企業
のメリットについて検討した。当事例では、新潟市内の企業 3 社を受入先として、約 8 か月間
のプログラムに 8 名の学生が参加し、企業での実習に加え大学主導の学修支援プログラムを併
せて実施した。参加学生へのアンケート調査の結果から、長期インターンシップの教育的効果
として、これまで大学で得た自らの能力や行動特性を自己評価し直し、今後得たい学びと経験
を言語化することで、「大学で学ぶ意義」を自分なりに意味づけることの重要性を指摘した。 

 

キーワード：長期インターンシップ、教育的効果、企業のメリット 

1. 取組の背景 

1.1. インターンシップに関する政策の動向 

文部省・通商産業省・労働省（当時）の三省によ
り平成9年に公表された「インターンシップの推進
に当たっての基本的考え方」（以下、「基本的考え方」）
によれば、インターンシップとは「学生が在学中に
自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を
行うこと」と定義される。 

「基本的考え方」は我が国でのインターンシップ
のあり方を示す基本指針であるが、近年の高等教育
における人材育成機能強化の流れを受け、平成 26

年に大幅な見直しが行われた。 

これまで大学教育そのものとの関連が薄く、就職
活動の準備という観点からのみ捉えられがちであっ
たインターンシップだが、平成 26 年 4 月に公表さ
れた新たな「基本的考え方」では、インターンシッ
プを大学教育の一環として位置付け、積極的に大学
が関与することの必要性が謳われている。  

インターンシップを、学生の「能動的な学修を促
す」、産学が協働して実現する教育プログラムとして
捉え、教室の中だけでは得られない教育効果を実現
するものとして大学が戦略的・継続的に実施してい
くことは、学生にとっても、またインターンシップ

を受入れる企業にとっても、大きなインパクトを生
み出しうる。インターンシップを含むそうした職業
統合学習（WIL：Work Integrated Learning）が伝
統的に展開されている諸外国でのカリキュラムの特
徴については、すでに様々な視点から調査・報告が
なされている（吉本・稲永編 2013）。 

インターンシップの教育的効果に着目するにあた
って、避けて通れないのはインターンシップの「期
間」の問題である。平成 17 年の厚生労働省の調査
によれば、インターンシップで学生が高い教育効果
を得るために「1 ヶ月以上」の期間が必要と回答し
た割合が、企業でも大学でも6割以上にのぼる。一
方、独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）の「平
成24年度、25年度大学等におけるインターンシッ
プの実施状況に関する調査」（平成26年実施）によ
れば、平成 25 年度に単位認定を行う授業科目とし
て実施されたインターンシップに参加した学生のう
ち、教育実習等の特定の資格取得に関係するものを
除いた参加者の中で、1 ヶ月以上の期間参加した学
生は全体の1割に満たず、参加期間が2週間未満の
学生が7割であった。このような実態から、到達目
標に基づいた高い教育効果を得るためのプログラム
として、より中長期にわたるインターンシップを柔




